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Ⅰ．王子製紙株式会社「上稲子山林」の概要 

 

１．森林の所有者 ： 王子製紙株式会社  代表取締役社長 篠田和久 

    東京都中央区銀座４丁目７番５号 

２．森林の管理者  ：  王子木材緑化株式会社 

            東京都江東区新木場１丁目１番１号 

３．認証の区域    ： 王子製紙株式会社「上稲子山林」 

                       静岡県富士郡芝川町上稲子字沖山 3052-1 外 119 筆 他 

４．対象森林    ：  ２１０．９４ha 

 

５．齢級別森林資源の構成 

【樹種・齢級別資源構成表(面積)】H20 年 10 月現在                     （面積：ha）  

        L     

06 

 

 0.03     0.03 

07 1.01    

 

  1.01 

08 

    

0 

09 

 

   1.89   1.89 

10 23.34 

 

    23.34 

11 16.23 7.70     23.93 

12 74.90 64.60 

  

139.50 

 115.48 72.33 1.89 21.24 210.94 

 

６．森林の沿革・概要 

対象となる王子製紙（株）上稲子山林は、富士山南西部の静岡県芝川町の北部（山梨県との県境）

に位置し、団地内を富士川支流の一つである稲子川が流れている。富士川流域は、黒ボク土壌で肥

沃なこともあって、戦前からスギ・ヒノキの人工林施業が行われて来た地域で、近年は「富士ヒノ

キ」の産地として知られている。 

上稲子山林は総面積 210.94ha で、うち 187.81ha(約 90%)がスギ・ヒノキの人工林で、現在では、

ほとんどが 10 齢級以上となっている。森林計画制度の機能区分では、ほぼ「資源の循環利用林」

に区分（「水土保全林」が一部含まれる）され、保安林等に指定されている制限林はない。人工林

の総蓄積は、56,733 ㎥(2008 年 10 月現在)で、ヘクタール当たりの蓄積は、300 ㎥を超え、資源的

には成熟してきている。 

  王子製紙（株）では同地を 1971 年入手し、1981 年「森林経営合理化のモデル山林」に指定して、

林道を整備すると同時に間伐を積極的に進めてきており、現在では林道密度は ha 当たり 56m に達

し、間伐も全人工林を対象として 2 回目の収入間伐をほぼ終えている。 

  山林の管理は王子製紙グループの王子木材緑化（株）が地元に監視人をおいて行っている。間伐

など収穫を伴う作業の実施は、過去には協力業者がタワーヤーダとグラップルソーを組み合わせた
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作業システムを採用して行ってきたが、現在は、山林の成熟と材価の低迷もあって、間伐等による

収穫を休止している。 

  なお、同山林には、王子製紙亀山研究室（三重県亀山市）の試験地として、復層林やヒノキの天

然下種更新などの試験林が設定されている。また、手入れが行き届いた同地は、地域林業の模範と

なっており、林内には天子ケ岳（1,330m）登山道が通っていることから、地元のボランティアによ

る登山道の整備も実施されるなど、地元住民にも親しまれている。 

 

７．施業履歴・森林被害等の記録   

  各種記録類は、年度ごとに整理され、適切に保存されている。 

 

 【施業種別実績-過去 10 年】                  単位 面積：ha、作業道：m 

    '99  '00  '01  '02  '03  04  05  06  07  08  

 0.70 0.70            

     0.70 0.70        

         0.70 2.23  1.40  0.70 

 

     

1.86    0.35 

       12.58   1.80 1.01    

 12.50 7.80 10.80          

 

【素材生産量－過去 5 年】 

 施業は保育のみで、本期間中の素材生産実績はなかった。 

 

【森林被害の記録と概況】 

 記録は年度ごとに整理されている。 

期間中に数度台風が来襲しているが、大きな被害はなかった。 

その他被害としては、ニホンジカによる樹皮の食害と思われる幼齢木の枯死が、散発的に見られる

ようになってきている。まだ散発的ではあるが、今後の拡大に注意が払われている。 

 

【教育・研修に関する記録】 

教育実施記録としてまとめられており、労働安全衛生、レッドリスト種保護、作業道開設・素材生

産システムなどに関する技術研修が、体系的に行われている。 

 

【モニタリング記録】 

対象地内には、4 カ所(10ｍ×10m)の定点調査地が設けられており、5 年ごとに毎木調査と植生調査

が行われている。直近の調査は平成 16 年度に行われており、記録が適切に保存されている。 

なお、年に数回実施されている巡視時及び、保育等の作業完了時に、「社有林レッドデータブック」

及び、チェックリストに基づいたモニタリングが行われ、生物多様性情報の収集・保全等の管理に

活かされている。



 4 

８．経営方針 

王子製紙(株)では、５年毎に「社有林経営の基本方針」を策定し、これに基づき森林経営を行っ

ている。現在の社有林経営の基本方針は、平成 16 年 4 月を 始期とするもので、来年度、平成 21

年度の改定を目指して次期基本方針を編成中である。 

次期基本方針(案)における主要な改定点は、以下の点である。 

(1)森林計画制度による 3 機能区分に準拠した上で、経営森林を「持続的な木材生産を目指す『生

産林』と、公益的機能を重視し、森林の保全を目指す『環境保全林』に区分」し、森林の取扱

の明確化を図っていること。 

(2)スギ 80 年、ヒノキ 80 年等とする長伐期施業の採用。 

(3)現方針では人工林の非皆伐施業を原則としてきたが、資源が充実してきたことから、条件付き

で、皆伐施業も可能としたこと。ただし、下記の要件を満たす林分のみとしている。 

 (a)採算性の優れている林分 

 (b)病虫獣害林・気象災害林及びせき悪林など林種・林相を改良すべき林分 

 (c)主伐後天然更新が可能な林分 

 

  【経営区分・ゾーニング区分・施業区分(案)】 

経営森林 

区分 

※ゾーニン

グ区分 

施業 

区分 

現況 

林相 

目標林型 施業の指針 備考 

主伐方法 更新方法 

生産林 

 

 

 

 

・資源循環林 

・水土保全林 

・森と人との

共生林 

J―J 人工林 人工単層林 皆伐 人工 分収林含む 

人工林 人工二段林 択伐 人工  

J―T 人工林 針広混交林 択伐 天然更新  

T―J 天然林 人工単層林 皆伐 人工 要改良林等 

T―T 天然林 天然林 択伐 天然更新  

環境保全林 

 

 

・資源循環林 

・水土保全林 

・森と人との

共生林 

J―T 人工林 針広混交林 (択伐) 天然更新 水辺林 

T―T 天然林 天然林  天然更新 水辺林ほか 

除地       

 ※ゾーニング区分…市町村森林整備計画に定める森林区分 

 

なお、今回更新審査の対象となる上稲子山林においては、同社「社有林の中でも森林経営合理化

プロジェクトのモデル山林として位置づけられており、多様な施業が行われ、試験林が各所に設け

られているなど、特別な扱いが求められる」ことから、現計画による「上稲子山林経営における特

記事項」が引き継がれ、「新間伐法や帯状間伐を行うことで、自然力を生かした非皆伐施業を実施

し、複層林造成を目指す」こととしている。 

 



 5 

９．環境方針 

王子製紙グループでは、「王子製紙グループは、広く地球的視点に立って環境と調和した企業活動

を展開し、真に豊で持続可能な社会の実現に貢献する。そのため一層の環境改善に取り組むととも

に、森のサイクル、紙のリサイクル、地球温暖化対策などを積極的に推進する。（王子製紙環境憲

章 基本理念）」を基本理念としており、上稲子山林では、地域林業の先導的な役割を果たすこと

を目的に以下の「社有林環境方針」を定めている。概要は以下の通り。 

 【社有林環境方針】 

弊社は、この理念に基づき、地球温暖化防止と生物多様性の保全など、持続可能な社会の形成に

貢献するため、下記の事項を念頭において社有林での事業活動を行う。 

1.森林整備を推進し、森林の多面的な機能を維持・向上させ、持続可能な森林経営を目指す。 

2.環境保全活動と事業活動との調和を図り、森林生態系の維持・向上に努める。 

3.森林施業を行うにあたっては、地域の実情に応じ、複層林・針広混交林への誘導に取り組むな

ど、生物多様性の保全に努める。 

4.森林土壌および下流域での水資源の保全に努める。 

5.森林が有する二酸化炭素を吸収する機能を高めるとともに、木質資源の循環利用を促進するこ

とを通して、地球温暖化防止に貢献する。 

6.事業活動を行うにあたっては、化石燃料の使用削減など、省エネに努める。 

7.事業活動で発生する大気汚染物質や廃棄物は可能な限り、その抑制に努めるとともに、地域で

定めれた方法により、適正に処理する。 

8.モニタリングを実施し、継続的に森林の状況を把握する。調査や教育のため地方自治体、学術

組織などから要請があった場合は、可能な限り協力する。 

 

10．施業方針の概要 

 現在編成中の次期「社有林の基本方針(案)」における施業基準（施業方針(案)）の概要は以下の

通りである。なお、個々の現場施業については、「王子製紙(株)『生物多様性』」を考慮した施業

指針」及び、「作業指針（内地編）」に拠っている。 

 

 【施業方針(案)】 

（１）生産林の取扱 

１）生産林の基準 

   木材生産を主目的とする森林。 

２）目的樹種と伐期齢及び目標生産材 

原則として、一般中大径用材を生産目標とする。 

・採算性が優れ引き続き人工林へ誘導する人工林は、繰り返し間伐後の最終主伐（択伐）齢を樹

種毎に以下とする。 

樹 種 ス ギ ヒノキ アカマツ トドマツ ｱｶｴｿﾞﾏﾂ カラマツ 

伐期齢 80 80 80    80    90   60 
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３）収穫計画 

①主伐 

  皆伐は、次の要件を満たす場合に限り実施するものとし、その他の場合は、適正な択伐（及び

間伐）施業により、林分内容の改良並びに蓄積の充実を図る。 

 

イ．皆伐要件 

(a)採算性の優れている林分 

(b)病虫獣害林・気象災害林及びせき悪林など林種・林相を改良すべき林分 

(c)主伐後天然更新が可能な林分 

皆伐の実行に当っては、林地保全など公益機能の保全に配慮し、出来る限り小面積に留めると

ともに隣接林地の連続皆伐を避ける。 

   ロ．択伐 

・人工林の択伐（繰り返し間伐後の最終上木伐採）の時期は、樹種毎に前記伐期齢を基準とする。 

・内地の天然林は、当分の間択伐を見合わせ林分蓄積の充実を図る。 

・北海道の天然林は出来る限り節伐に努め、目標蓄積２００m3/ha への早期達成を図る。 

具体的には、100m3/ha 以上を対象に、老齢過熟木・不良木を主体に２０年回帰を目標に伐採率

を定めるなど適正な伐採に努め、林分の質と量の充実に主眼を置く。   

なお、主伐箇所については適切な更新を計画する。 

②間伐 

・路網の整備、高性能車輌系林業機械の導入並びに定量間伐法を採用して、伐出コストの低減化

を図り、利用間伐を促進する。 

・間伐に当り、密度管理は、中庸仕立ての収量比数Ｒｙ0.7 を基準とし、伐採率は３０％以下を

基準とする。 

・ただし、将来針広混交林（及び広葉樹林）へ誘導する林分については、適切な伐採率を採用す

る。 

４）造林計画 

①更新 

イ．人工造林 

下記の箇所を対象とする。 

(a)採算性の優れている箇所 

(b)病虫害林・気象災害及びせき悪林など林種・林相を改良すべき林分林分 

  ロ．天然更新 

    下種及び萌芽更新が可能な箇所（地掻等の補助的手段による場合も含む） 

  ハ．補植  

    (a)人工林 

      間伐実施後の下木植栽は、補助金活用などによりコスト低減が見込まれる場合を除き、今

回は計画せず、当面、その時期、方法など検討課題についての試験研究を継続する。 

（b）天然林 

     択伐作業後の更新状況に応じて、人工補整（地掻、人工植栽）の更新補助施業を行う。     
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  ②保育 

  イ．下刈・Ｂ除伐 

   画一的・機械的な計画を組まず、林分現況に立脚した現場主義の施業を行う。 

ロ．除伐 

・立地級が劣る林分及び形質不良の多い林分(J-T)は、除伐率を高めて、除伐回数を減らすとと

もに、天然広葉樹更新を誘導し、針広混交林化を図る。 

・立地級の優れた林分（Ｊ－Ｊ）は、密度管理基準（中庸仕立て＝Ｒｙ０．７）に即して、適

切な施業を行う。 

ハ．枝打 

次の目的とする場合を除き、原則として行わない。 

   ・スギノアカネトラカミキリなどの病虫害防除を目的とする場合（打上高４ｍ迄） 

   ・雪害など気象災害防除を目的とする場合（打上高２ｍ迄） 

・記念事業（植樹祭・育樹祭）林の枝打の場合（打上高 4ｍ迄） 

・特用材（北山丸太など）生産を目的とする林分で、枝打投資効果（採算性）が見込まれる場

合（４～６ｍ迄） 

ただし、枝打実施に当っては、主伐時まで存置予定木に限定するなど選木枝打を採用し、コス

ト低減化に努める。 

５）生物多様性の保全等 

   生物多様性の保全等公益機能に考慮した施業を行うこと。 

※「生物多様性の保全」を考慮した施業指針参照 

（２）環境保全林の取扱 

１）環境保全林の基準 

   環境保全を主目的する森林。具体的には、「環境保全林設定要領」による。 

２）環境保全林の取扱基準 

① 人工林は、成林に必要な手入を行うとともに、適切な間伐を行い、天然更新を促し針広混交

林、広葉樹林への誘導を図る。 

② 天然林は、原則として人手を加えず自然の推移に委ね、保護及び管理を行う。 

ただし、つぎに掲げる行為を除く。 

・モニタリング、学術研究等に必要な軽微な行為 

  ・被害木、危険木の整理及び除去など防災上の施業 

・標識類の設置等 

（３）調査保護計画 

   作業項目ごとに、緊急・必要性の有無、度合いを検討し、必要最小限とする。 

 

（４）林道計画 

   林道網の整備拡充を図るため、林道計画を積極的に計画するものとするが、先行投資とならな

いよう、投資効果を検討の上、計画する。 

 また、利用間伐を促進するため、低コスト低規格作業路の導入を促進し、高性能林業機械の活用

による伐採搬出コストの低減化を図る。
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確認資料一覧 

番号 資      料 備 考 

1 王子製紙上稲子山林 森林簿   

2 富士地域森林計画書(平成 18 年～28 年)  同変更計画書   

3 芝川町森林整備計画書(平成 18 年～28 年)  同変更計画書   

4 空中写真   

5 経営計画編成方針（平成 16 年～35 年度）   

6 森林施業計画認定書（写、平成 16 年度更新分）  

7 森林施業計画書（平成 16 年～21 年）   

8 森林施業に関する長期の方針書   

9 上稲子山林森林資源構成表   

10   〃  施業計画対実績表   

11   〃  造林保育施業履歴簿   

12   〃  作業履歴簿  

13   〃  森林各種被害履歴   

14 芝川町ゾーン配置図   

15 上稲子山林 ゾ－ニング図   

16 上稲子山林 森林現況図   

17 年代別間伐実績図   

18 上稲子山林 森林計画図（将来像）   

19 上稲子山林経営における特記事項   

20 上稲子山林モニタリング～『対象地内の動植物リスト』   

21 『生物多様性の保全』を考慮した施業指針   

22 上稲子山林森林計画～作業法   

23   〃  レッドリスト種～マニュアル   

24   〃  モニタリングチェックリスト   

25   〃  モニタリング結果報告書   

26   〃  定点調査地植物リスト(2004)   

27 〃  各種試験一覧表   

28 〃  教育実習記録   

29 上稲子タワーヤーダ～技術マニュアル   

30 作業指針－内地編   

31 上稲子社有林の管理体制図   

32 社有林作業現場における油類管理規程及び漏出事故時の連絡体制   

33 社有林山火事予消防対策実施要領   

34 社有林作業員対象の安全衛生教育マニュアル   
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35 王子木材緑化 社有林防災管理規則・防災管理組織   

36        社有林災害報告連絡体制   

37 王子木材緑化(株) 安全衛生管理組織図及び緊急連絡網   

38 上稲子山林 緊急連絡体制   

39 王子製紙グループ企業行動報告書 2008  

40 王子製紙株式会社原材料本部植林部「環境方針」  

41 王子製紙社有林「レッドデータブック・フィールド図鑑」  

42 上稲子山林見学者履歴簿  

43 社有林経営の基本方針(次期(案))  

44 環境保全林設定要領(案)  
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Ⅱ．審査経過   

王子製紙株式会社「上稲子山林」の更新審査経過 

審査は、(社)全国林業改良普及協会の児島裕、宇佐美均、板野久義の３名が担当した。 

 

【書類確認】 

平成 20 年 10 月 31 日／審査申込 

（内 容） 

審査申込書及び関係資料を受付、提出された関係書類に基づく質疑・応答の後、新しいＳＧＥＣの

基準・指標・ガイドラインに基づいた別紙「全林協審査判定表」の６７項目を更新「審査要件」と

することを伝えた。 

 

【現地審査】 

平成 20 年 11 月 28 日 

（場 所） 

 王子製紙株式会社「上稲子山林」（静岡県富士郡芝川町） 

 

（審査委員） 

  元東京大学教授・農学博士         山根明臣 

 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会認証審査ｾﾝﾀｰ     児島 裕 

       同          専門審査員 坂野久義 

 

（立ち会い者） 

王子木材緑化（株）営業本部林業部 担当課長  山田三杉 

 王子木材緑化（株）営業本部林業部 主任    羽根崇晃 

 王子木材緑化(株)名古屋支店営業部緑化ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  深谷和章 

 

（聞き取り対象者） 

上稲子山林監視人              片田幸吉 

芝川町役場 

 

（内 容） 

関係書類及び現地調査によって、対象森林の自然条件、施業状況、社会環境を把握するとともに、現

場担当者、行政関係者への面談を行い下記事項の確認を行った。 

１．地域の森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認。 

２．地域森林計画及び市町村森林整備計画における指定施業要件等の確認 

３．現地調査による管理森林の管理状況の把握 
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４．更新された森林簿・及び森林計画図の現地照合 

５．対象地域の自然環境及び野生動植物の概況について 

６．希尐野生動植物種等、野生動植物の生息・生育状況調査等の実施状況について 

７．地域における森林環境教育・レクリエーション活動について 

８．王子製紙の SGEC 森林認証取得後の取組について 

９．王子製紙の地域に対する貢献について 

 

【審査判定】 

 

平成 20 年 12 月 11 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

（社）林木育種協会理事長       真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 専務理事  渡辺政一 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会       宇佐美均 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査決定を行った。 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、申請森林は SGEC 森林認証に値する管理

がされていると認められた。 

 （判定内容については、判定事由書参照） 
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Ⅲ．判定事由書 

王子製紙株式会社「上稲子山林」の審査における判定事由 

 

【審査判定】 

ＳＧＥＣの定める新しい基準・指標・ガイドラインに準拠した「全林協森林認証審査判定表」の 67

項目について審査を行い、審査委員会に諮ったところ、王子製紙株式会社「上稲子山林」は、認証に

価する管理がされていると判定された。 

 なお、審査委員会により、編成中の次期「社有林経営の基本方針」発効時に、対象森林の新しい区

分状況を本審査機関に報告すること及び、下記２項目について、「向上目標」が付記された。 

 

【向上目標】 

 

基準 5-3 に関して 

現場作業者への生物多様性の保全に関する研修を引き続いて行うとともに、環境配慮に対する意識

の共有に努めること。 

 

基準 7-1 に関して 

モニタリングの継続によって、所有山林の状態を常に把握するよう努め、今後の森林施業に役立て

ること。 
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【判定事由】 

 

基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

森林認証の対象森林(以下：対象森林)は、王子製紙株式会社が静岡県芝川町内に所有する社有林

210.94ha である。森林調査簿・芝川町全図・上稲子山林基本図（１／12000）・林相現況図（１／5000）

が整備されている。 

なお、上稲子山林は、1971 年に安倍川製紙から購入、王子製紙株式会社(以下:同社)の所有となった

山林である。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 樹種又は

林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

社有林森林簿が常備され、５年おきの森林調査により適正に更新されている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である 

上稲子山林基本図及び林相現況図（１／5000）が常備されており、上記に基づき現地で確認を行った。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。管理計画の

中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されて

いる。 

 

 １－４－１／妥当である 

森林施業計画書（H16～21 年）・認定書の写しが常備されており、上記に基づき現地確認を行った 

森林施業に関する長期の方針書及び「社有林経営計画編成方針（平成 16 年～35 年度）」(以下：社有

林経営計画)、「上稲子山林経営における特記事項」により基本方針を確認した。 

 

 １－４－２／妥当である 

上記方針書によって、個々の森林の管理目標は明確である。対象森林は、人工林が成熟していること

から、「新間伐法や帯状間伐を行うことで、自然力を生かした非皆伐施業を実施し、複層林造成を目指

す」とされている。 

なお、現在編成中の次期「社有林経営計画」では、森林計画制度による 3 機能区分に準拠した上で、

経営森林を「持続的な木材生産を目指す『生産林』と、公益的機能を重視し、森林の保全を目指す『環
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境保全林』に区分」し、森林の取扱の明確化を図ることとしている。 

 

 １－４－３／妥当である 

王子製紙グループでは、「王子製紙環境憲章」を提示しており、「国内社有林については、SGEC の認

証取得を進めていく」ことを明示している。 

なお、社有林経営については、この基本理念のもとで「環境方針」を作成して管理・経営に当たって

いる。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である 

対象山林の管理は、王子製紙グループの王子木材緑化（株）名古屋支店が行っている。 

実行組織としては、地元に監視人をおいており、個々の現場作業については、王子木材緑化(株)の管

理の下で協力業者が当たっている。 

 

 １－５－２／妥当である 

「社有林経営計画」の基本方針は、「高収益林分を造成し、収穫の保続を図り、経営に寄与すると共に、

水源かん養、国土保全、CO２固定、生物多様性の維持等多種多様な公益的機能を有する森林造成を通

して社会貢献することにより、当社評価を高め、経営に寄与することにある」とし、経営内容の改善

に努めていることが見て取れる。 

 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められているととも

に、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 

 

 ２－１－１／妥当である 

対象森林は、富士川森林計画区に位置しており、地域森林計画及び、芝川町森林整備計画において、

生物多様性保全をもふまえた機能区分がなされ、ランドスケープレベルでの管理方針が定められてい

る。上稲子山林は、ほとんどが人工林であることから、資源循環林(一部水土保全林)として機能区分

されている。 

なお、編成中の次期「社有林経営計画」では、上記をふまえた上で、「持続的な木材生産を目指す『生

産林』と、公益的機能を重視し、森林の保全を目指す『環境保全林』に区分」し、森林の取扱方針の

明確化を図ることとしており、現在、対象地の絞り込みが行われているところである。 

 

 ２－１－２／適用除外 

現地確認により、上稲子山林には原生林またはそれに近い天然林がないことを確認した。 
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２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められている。 

 

 ２－２－１／妥当である 

林相現況図により、対象山林に含まれる構成要素が明示されている。その中に除地等として経営対象

から外されている天然林があり、生物多様性への配慮から保存されている。 

同社では、モニタリングなどを通して収集された動植物記録をもとに、上稲子山林の動植物記録を小

冊子にまとめ、関係する職員に配布している。 

また、レッドリスト種については、同社「生物多様性の保全」を考慮した施業指針(以下：施業指針)

によって、「専門家の意見を聴取し、保護対策を行う」こととしている。 

 

 ２－２－２／妥当である 

水辺林については、広葉樹を保存することを基本にしており、沢筋・林縁などのこれまでに人工林化

しているところについても、強度に刈りすかし、広葉樹等の自然植生の導入を図るように心がけてお

り、現地でも確認できた。 

なお、同社では、「生物多様性の保全を考慮した施業指針」を定めており、「河川及び沢沿等に水辺林

を適宜設置する。保護樹帯、水辺林の幅は原則 20m 以上とする」としている。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である 

静岡県版レッドリスト（静岡県自然保護室）を常備するとともに、上稲子山林に生息・生育する可能

性のある種を小冊子にまとめて職員に配布し情報収集に努めている。 

なお、対象森林では、レッドリスト種の植物が数種類確認されており、専門家の意見を聴取しながら、

推移を見守っているところである。 

 

 ２－３－２／妥当である 

上稲子山林周辺は、富士ヒノキの産地として知られ、長期に渡り、人工林ないしは里山的な利用がさ

れてきたところである。 

枯れ木等に依存している重要種は、現在のところ確認されていないことから、病害虫発生防止のため、

枯れ木等はできる限り林外へ持ち出している。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である 

現地確認により、下層植生や林縁植生が良好に維持されていることを確認した。 

なお、貴重な植生については前記「生物多様性の保全を考慮した施業指針」に従って保護措置を講じ

ている。 
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２－４－２／妥当である 

社有林内での動植物の採取は、原則的に禁止しており、不適切な活動については、森林巡視等により

防止している。 

 

 ２－４－３／妥当である 

対象森林への外国産等の樹種の導入はない。 

なお、地元在住の監視人が、常時、山林の状況を見回り、変化があった場合は、報告できる体制を取

っている。 

 

 ２－４－４／妥当である 

現地確認により、対象山林内の公共林道において L 字溝が採用されているなど、生物多様性の保全に

配慮がなされている。 

近年は、作業路等の開設は行われていないが、使用可能な箇所には、間伐材などを使用していく方針

を確認した。 

 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程における悪影

響を最小化する。 

 

 ３－１－１／妥当である 

同社「社有林経営計画」は、「高収益林分を造成し、収穫の保続を図り、経営に寄与すると共に、水源

涵養、国土保全、CO2 固定、生物多様性の維持等多種多様な公益的機能を有する森林の保全を通して

社会貢献することより、当社の評価を高め、経営に寄与することにある」を基本方針にしており、十

分に認識している。 

また、現地においても、長伐期択伐施業の導入や、作業路等の刈り払いを使用時のみに限るなど、環

境変化を最小限にとどめるよう努めている。 

 

 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画及び市町村森林整備計画によって、土壌・水系の保全のために配慮が必要な場所は「水

土保全林」として区分され、施業の基本的方法とともに公益的機能別森林区域図に明示されている。 

なお、本対象山林には、保安林指定を受けている森林はない。 

 

３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 

 

 ３－２－１／妥当である 
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過去の植林の際に、尾根筋や水際まで植栽されている箇所も一部に見受けられるが、保護樹帯の状況

は、おおむね良好である。 

なお、「生物の多様性を考慮した施業指針」に、伐採に当たっては保護樹帯を設けることが明記されて

いる。 

 

 ３－２－２／妥当である 

一部沢筋まで植えられている人工林については、次期経営計画(案)において「環境保全林」とし、今

後間伐によって、天然更新を促して針広混交林への誘導を図っていく計画であることを確認した。 

 

３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響を考慮し、

地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 

 

 ３－３－１／妥当である 

対象山林では、平成 14 年以降の収穫伐採は行われておらず、今後の施業においても、市町村森林整

備計画等の基準、保安林等の指定施業要件等、基準・規範を遵守していくことを確認した。 

 

 ３－３－２／妥当である 

過去及び今後も、利用間伐の集運材にあたっては、林地への影響を考慮して、主にタワーヤーダを使

用することとしており、集材時期（冬期に実施）も適切である。 

なお、これまでの実績をふまえた「上稲子タワーヤーダ～技術マニュアル」が整備していることを確

認した。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

燃料、オイル類については、「油類管理規程」に基づき管理されている。 

上稲子山林については、林業薬剤は使用していない。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

 ３－５－１／妥当である 

林道、作業道の設計は、林道規程等に基づき、王子木材緑化(株)の技術者が行っている。 

なお上稲子山林（210ha）には自力作業道 8,838ｍと公共林道 3,000ｍが開設（路網密度 ha 当たり 56

ｍ）され、タワーヤーダによる作業システムを可能にしている。 
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基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理計画を作成

し、適切な実行体制が整備されている。 

 

 ４－１－１／妥当である 

同社「社有林経営計画」は、「高収益林分を造成し、収穫の保続を図り、経営に寄与すると共に、水源

涵養、国土保全、CO2 固定、生物多様性の維持等多種多様な公益的機能を有する森林の保全を通して

社会貢献することより、当社の評価を高め、経営に寄与することにある」を基本方針にしており、来

年以降の次期計画にも引き継がれる予定である。 

 

 ４－１－２／妥当である  

対象山林には、4 カ所の定点調査地が設けられており、5 年ごとに毎木調査と植生調査が行われてい

る。直近の調査は平成 16 年度に行われており、記録が適切に保存されており、森林簿等の補正に役

立てられている。 

なお、対象山林の人工林は、74％が 12 齢級に集中しており、齢級構成の偏りは否めない。そのこと

は十分認識されており、伐期の長期化等によって、多様な林分に導いていくよう努めている。 

 

４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 適正に配

置されている。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、 

 それが持続できるよう定められている。 

 

 ４－２－１／妥当である 

森林施業計画よって、伐採・造林・保育計画表が明示されている。 

 

 ４－２－２／妥当である 

前記「施業指針」及び「作業指針」が作成されており、対象森林では、「間伐や帯状択伐を行うことで、

自然力を生かした非皆伐施業を実施する」こととしている。 

 

 ４－２－３／妥当である 

施業計画に基づき、適切に間伐等の施業が行われてきたことを確認した。 

ただ、現在は林齢構成上、保育間伐を必要とする時期を脱しており、社会・経済状況、林分の状況を

見ながら、実行を繰り延べるなど、適宜対応している。 

 

４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 施業の履

歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である 
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上稲子山林施業計画対実績表及び上稲子山林基本図への色分けによって、過去の間伐等の施業履歴が

確認できる。 

過去 10 年以内に更新を伴う、伐採は行われていない。 

 

 ４－３－２／妥当である 

更新方法は、前記「施業指針」及び「作業指針」によっている。 

なお、将来に発生が予想される更新を視野に、環境保全面とコスト面を重視した更新方法が模索され

ているところである。 

 

 ４－３－３／妥当である 

適地適木選定に努めており、苗木は地元の富士森林組合から購入したものが使われている。 

 

 ４－３－４／妥当である 

必要により、補植が行われている。 

複層林試験地においては、適応樹種の選定試験とともに、照度測定によって、上木の追加伐採を行う

など、適切な措置を講じている。 

 

４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な更新施業が行

われている。 

 

 ４－４－１／妥当である 

対象森林には、一部過去の不成績造林地(1.98ha)が天然林として扱われ、生物多様性の高い林分を構

成している。この林分については、次期計画において、「環境保全林」へ組み込む予定であり、特に天

然林施業は行わず、生物多様性も考慮に入れながら、伐採せずに広葉樹を中心に保全する意向を確認

した。 

 

 ４－４－２／妥当である 

前記天然林は、「環境保全林」として、次期「社有林経営計画」施業指針(案)による「天然林は、原則

として人手を加えず自然の推移に委ね、保護及び管理を行う」ことを確認した。 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 

 

 ４－５－１／妥当である 

造林作業実行基準、「社有林経営計画」施業指針、「施業指針」に基づき、適正に保育が行われて来た

ことを確認した。 

帯状複層林の試験地では、ケヤキ、コナラなどの有用広葉樹も植栽している。 

 

 ４－５－２／妥当である 
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森林施業計画書に保育箇所と保育方法、面積、予定時期（計画及び実績）が明記されている。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されている。 

 

 ４－６－１／妥当である 

認定森林施業計画書・上稲子山林施業計画に間伐箇所、面積、予定時期（計画及び実績）が明記され

ている。 

対象山林の人工林において、下層植生が消滅したような箇所がないことを確認した。 

 

 ４－６－２／妥当である 

間伐は、前記「施業指針」及び「作業指針」によっている。 

過去の間伐において、林内に現存する有用広葉樹が残されていることを確認した。 

 

 ４－６－３／妥当である 

森林施業計画書・上稲子山林施業計画対実績表に間伐の実績が記録され、年代別間伐実績図によって、

一目で分かるように整理されている。 

現在は林齢構成上、保育間伐を必要とする時期を脱しており、社会・経済状況・林分の状況等を検案

しながら、実行を繰り延べるなど、適宜対応している。 

 

４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、法令など

を順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

 

 ４－７－１／妥当である 

間伐木をできるだけ林外へ持ち出すなど、病害虫発生防止に努めている。 

現在、問題となる病害虫被害及び獣害は発生していない。 

なお、上稲子山林においては、林業薬剤は使用していない。 

 

 ４－７－２／妥当である 

記録は年度ごとに整理されている。 

これまでのところ問題となる被害は発生していないが、ニホンジカによる樹皮の食害と思われる幼齢

木の枯死が、散発的に見られるようになってきている。まだ散発的ではあるが、今後の拡大に注意が

払われているところである。 

 

 ４－７－３／妥当である 

上稲子山林では林業薬剤は使用せず、生態的防除に努める意向である。 

ただし、やむを得ず使用する場合は、関係法令に基づき「作業指針」に従い、必要最小限とすること

としている。 

 

４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 
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 ４－８－１／妥当である 

「社有林防災管理規則」に従い、管理組織、緊急連絡体制、を整備している。 

上稲子山林には、登山道の入り口などに、山火事注意の標識が各所に配置されている。 

また、現地には地元在住の監視人が常住しており、入林者に対する普及啓発にも当たっている。 

 

 ４－８－２／妥当である 

前記「社有林防災管理規則」によって、関係機関との連携等、従業員の「防災義務」が定められてい

る。 

 

 ４－８－３／適用除外 

上稲子山林には火災跡地はない。 

 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 

 ５－１－１／妥当である 

王子製紙㈱には、コンプライアンス室を設置しており、「王子製紙グループ企業行動報告書 2008」を

提示するなど、法令遵守を確認した。 

 

 ５－１－２／妥当である 

森林管理上必要な法令集は常備している。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１／適用除外 

上稲子山林には、入会林は存在しない。 

 

 ５－２－２／適用除外 

同上 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／妥当である （向上目標付記） 

静岡県レッドデータブックをもとに作成された上稲子山林の植物編、動物編の 2 種の小冊子を従業員

に配布するとともに、労働安全教育と合わせて生物多様性保全に関しての研修を実施し、教育実施記
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録として残している。 

 

 ５－３－２／妥当である 

王子木材緑化㈱では、OJT による労働安全教育を実施している。 

 

５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている。 

 

 ５－４－１／妥当である 

従業員は、労災保険及び健康保険に加入している。 

なお、請負業者の従業員にも労災保険等への加入を指導するとともに、請負時に確認している。 

 

 ５－４－２／妥当である 

安全衛生管理体制を組織して、適正に安全衛生活動が実施されている。 

 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関係者等との

連携を図り、地域経済の振興に努める。 

 

 ６－１－１／妥当である 

対象森林では、本認証期間中の認証林産物の生産・出荷は行われなかったが、「王子製紙グループ企業

行動報告書 2008」等に、SGEC 森林認証取得経験を掲載するなど、普及に努めている。 

なお、本認証期間中の「向上目標」とされた「地域社会と積極的に関わりを持つことなどにより、地

域林業に貢献すること」については、地元富士山周辺の地方自治体や林業団体等で構成する「富士森

林再生プロジェクト」に参加するなど、積極的に取り組む姿勢が見られた。 

 

 ６－１－２／妥当である 

今後、認証林産物の有効利用に努めること、生産材の椪を分けるなど分別する体制を整備する意志を

確認した。 

 

 ６－１－３／妥当である 

本期間中は、台風による尐数の被害木等の整理にとどまったが、引き続き、有効利用に努める意志を

確認した。 

 

６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境教育、安全な

どへの指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 
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「天子ヶ岳」へ通じる上稲子山林の一部を登山道として町に提供しており、地元住民ボランティアに

よる登山道整備などを通じて、良好な関係を築いている。 

また、山林入り口に、山林の概要及び SGEC 森林認証の説明板を設置している。 

なお、王子製紙㈱では、CSR の一環として「王子の森自然学校」という社有林を利用した森林体験学

習を毎年開催するなど、森林・環境教育に対する取り組みを進めている。 

 

 ６－２－２／妥当である 

入林者に対する空き缶、ゴミの持ち帰りを呼びかけているほか、不法投棄などを誘引しないように、

巡視活動を行っている。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、適切な対

応がとられている。 

 

 ６－３－１／妥当である 

登山道周辺などで、景観維持改善のための除間伐を行うなど、整備に努めていることを確認した。 

 

 ６－３－２／適用除外 

芝川町森林整備計画等によって定められた「風致保安林」、「森林との人との共生林」はないことを確

認した。 

 

 ６－３－３／妥当である 

前記のように上稲子山林の一部を登山道として町に提供しており、適切に管理されていることを確認

した。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている。 

 

 ６－４－１／妥当である 

上稲子山林には、指定文化財などは存在しないが、天子ヶ岳登山道沿いに、山の神を祭るほこらが建

てられている。地元山林関係者の安全祈願などが行われており、申請者は、芝川町、地元ボランティ

アに協力して周辺整備に努めている。 

 

 ６－４－２／妥当である 

上稲子山林は、同社社有林の中でも森林経営合理化プロジェクトのモデル山林として位置づけられて

おり、多様な施業が行われ、試験林が各所に設けられている。 

認証取得後、地の利がよいことから、見学者が多数訪れており、要請に応じ視察等を受け入れている。 

 

６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献できるよう

努めている。 
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 ６－５－１／妥当である 

対象森林の林分は成熟してきており、間伐材はでき得る限り、有効利用に努めることとしている。 

 

 ６－５－２／妥当である 

「王子製紙グループ企業行動報告書 2008」及び、社有林「環境方針」に則り、省エネルギーの推進に

努めている。 

 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図られている。 

 

 ７－１－１／妥当である（向上目標付記） 

対象山林では、定点調査地でのモニタリングの他、巡視時及び、保育等の作業完了時に、それぞれの

目的に応じたチェックリストに基づいたモニタリングを行っており、生物多様性情報の収集・保全等

の森林管理に活かされている。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行っている場合、そ

の調査に対する協力体制が整っている。 

 

 ７－２－１／妥当である 

第３者機関からの協力要請は、現在のところない。 

協力要請があれば、適切に対応するという意志を確認した。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 

 

 ７－３－１／妥当である 

記録は年度ごとに整理されている。 

上稲子山林においては、病虫害、獣害、森林火災、目立った気象害はなかった。 

 

７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要については一般

に公開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

前記「王子製紙グループ企業行動報告書 2008」及びインターネットなどを通じて森林認証の状況を公

開しているとともに、全国の社有林で実施されているモニタリング等に基づいて作成した各県毎の「レ

ッドデータブック・フィールド図鑑」作成し、配布を始めている。 


